
（
拒
絶
の
理
由
が
解
消
し
な
い
場
合
） 

（
拒
絶
の
理
由
が
な
い
場
合
） 

 
 
 
 
 

意匠登録出願に関するデータ 

出願人が行うこと 

特許庁が行うこと 

 

（不提出） 

出願から権利消滅までの概略図 

出願却下 
 
 拒絶理由通知 

 
 

意見書提出 
補正書提出 

拒絶査定 
 
 

査定不服 
審判請求 

意匠公報 
 
 

登 録 
 
 

登録料納付 
 
 

登録査定 
 
 

出 願 
 
 

補正書提出 
 
 

補正命令 
 
 

意匠権消滅 
 
 

意匠権は、第１年分の登録料の納付

により発生し、その後毎年の登録料

（年金）の納付がないと次年度以降

の権利は消滅する。 
 
年 金 
第 ～ 年迄 毎年 円

第 ～ 年迄 毎年 円

（拒絶の理由がある場合） 
 
 

拒絶の理由が 
解消した場合 

権利の存続期間 
出願の日から２５年 

方式審査 
 
 
 

実体審査 
 
 

登録の可否 
約１年 

所要日数の目安 

登   録 
約１年６ヶ月 

出願番号付与 
 
 
 

費用の目安 

〔意匠登録出願〕 
出願手数料 

 
 
印紙代 

 
合計 

円

～ 円

円

 
円

～ 円
消費税込

 

 

〔拒絶理由の応答〕 
 
応答手数料 
（意見書・補正書 

の作成、提出） 

 

（ 回につき）

円

～ 円
消費税込

 

〔登録料納付〕 
登録料納付手続 
成功報酬 

 

印紙代 

 

合計 

円

円

円

（第１年分）

円

～ 円
消費税込

 

登録までの費用概算 
約 ２１０，０００円 

 ～３３０，０００円 
＊上記の費用はあくまで概算です。実際とは異なりますので

ご了承ください。 

弁理士法人ＡＬＧＩＰ
（令和 6年版）


